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森林経営管理制度の進め方について
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 未整備森林解消のための森林整備

①森林資源解析結果を活用して未整備森林を抽出

②整備の優先される林班から未整備森林区域を日田市森林整備計画に定める。

（→R元：高瀬2、前津江3、大山3林班 R3：小野1、天瀬2林班、Ｒ4：日田市北部、上津江、中津江検討）

未整備森林
対象箇所

(森林経営計画含む)

⑤木材等生産機能を重視する森林（生産林） ⑥公益的機能を重視する森林（環境林）
森林区分

(ゾーニング活用)

③未整備森林（現地）調査の実施
（→R元：高瀬1、前津江2林班、 R2：高瀬1、前津江1、大山3林班 R3：天瀬2林班、Ｒ4：小野1林班）
④意向調査実施 R2実績：未整備森林3林班(158ha)中、約22ha(18筆:所有者11人)に実施
(森林経営計画外) R3実績：未整備森林5林班(241ha)中、約69ha(84筆:所有者57人)に実施

現地調査及び
意向調査の実施

路網整備(譲与税事業)
実施主体：林業事業体

⑧基幹作業道整備(案)
(既設森林作業道の格上げ)

・既設作業道(造林補助5年
経過後)の機能強化(≠災害
復旧)
・待避所設置
・路面、法面の部分的補強
・小型自動車道(２～４㌧ト
ラック)
・全幅員(路肩含)３～４ｍ

所有者管理への支援
（補助金型）

⑦林業専用道整備(案)
(林専道開設)

・大分県林業専用道(規格相
当)整備事業への上乗せ補助
・国助成が減額された中、
国(県)費補助上限：27千円/
ｍに、市の上乗せ補助を行
い、路網整備を支援
・自動車道(10㌧トラック)
・全幅員(路肩含)４ｍ

⑨隣接する
森林経営計画への
参画をあっせん

市に経営管
理権を設定

登録林業経営
体に再委託
（検討中）

市に経営管理権を設定

⑩市が自ら管理（業務委託想定）
→市町村森林経営管理事業(譲与税事業)

⑴ 短期間(5年)で公益的機能の向上など、一定の
効果が得られる切捨間伐(搬出に向け作業道検討)
⑵ 急峻で林業経営に適さない森林は、地理的に
安定し、管理コストがかからない樹種や施業(間
伐、主伐・再造林等)を提案し、成林が見込める
10年程度を市が管理。(国の主伐事例は15年)
⑶ 市の管理期間の終了後は、再度、設定(更新)
できるが、経営管理権は森林所有者に戻る。

⑪森林経営計画カバー率８割を踏まえ、可能な限り隣接する森林経営計画への参画(取込)をあっせん
⑫市町村森林経営管理
事業の再実施(更新)

【資源解析:基礎資料】林業経営に適する・適さない森林を判断するためのゾーニングや意向調査対象林班として、森林整備の優先順位付け



令和元年度に森林経営管理法（以下「管理法」という。）が施行され、森林所有者に森林の適正管理を義務付けるとともに、手入れ
の行き届いていない森林の管理について、市町村を仲介役として実施する制度が創設された。
これを受けて市では、管理法及び日田市森林整備計画に基づき、森林の多面的機能の発揮を目指し、経営管理が行われていない森林
を対象に、当該森林の今後の経営管理の意向を伺い、これを踏まえ、市による経営管理権の設定のほか、林業適地による路網整備支援
や森林経営計画への参画等を進めていく。

意向調査の実施状況について

□ 事業スキーム

□ 対象箇所の選定

本市の民有林総面積の約８割について、森林経営計画が

策定されている中、

① 森林資源解析結果を活用して未整備森林を抽出

② 意向調査又は森林整備の優先される林班から、未整備

森林区域を日田市森林整備計画に定める。

→当該未整備森林区域内(8林班)を対象に、意向調査を実施

◎調査対象条件

１．人工林であること（スギ・ヒノキ）

２．森林経営計画未加入及び施業受託を行っていない者

３．施業履歴がないこと（過去10年程度）

４．私有林であることなど（行政機関,水資源機構を除外）

経営管理を
再委託

森林所有者 市町村
(日田市)

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない
森林

林業経営者が
経営管理

市町村が
自ら管理

意向を
確認

経営管理
を委託

森林経営管理制度

□ 意向調査の実施概要

R２調査
林班

所有
者

未整備
現地調査

経営計画有
施業受託有

意向調査
対象者

意向調査
面積

対象
筆数

高瀬221 60人
78.83ha
147件

172件 1人 1.39ha 1筆

前津江
299,323

28人
79.64ha
103件

73件 10人 20.68ha 17筆

(参考)
R３調査
林班

所有
者

未整備
現地調査

経営計画有
施業受託有

意向調査
対象者

意向調査
面積

対象
筆数

高瀬220 84人
72.56ha
225件

154件 0人 ー 0筆

前津江
300

66人
91.13ha
252件

119件 32人 36.56ha 48筆

大山
633,634
,635

51人
77.83ha
335件

106件 25人 33.35ha 36筆

R3：回収数 48人(57人中) 回収率 84％

市への経営管理の委託意向のある者 13人(面積10.93ha)

⇒隣接の経営計画へ参画、経営管理設定後の市町村森林管理事業検討

R2：回収数 9人(11人中) 回収率 82％

市への経営管理の委託意向のある者 1人(面積0.73ha)

⇒(対応)R3～R4路網整備支援後、隣接の経営計画への参画を検討

２



森林経営管理推進事業（意向調査後の経営管理権設定について）

３

□ Ｒ３に調査し市への委託意向のある13人の経営管理権の設定(経営管理権集積計画の作成)による

市町村森林経営管理事業（市が自ら管理）の検討について

市に経営管理委託を
検討している方13人

面積(ha)
資源解析による
ゾーニング区分

現状分析 今後の対応
経営管理
集積計画

１ 前津江町赤石 Ａ氏 1.37 ②-2
一定面積(0.3ha以上)で集積計
画後経営計画へ移行可能

Ｒ3.12月集積計画作成(4年3ヶ
月間)（R3予算855千円考慮）

○

２ 大山町西大山
Ｂ氏3筆 2.32 ②-2 現地確認で急傾斜地(谷沿い)

岩が多く落石可能性が大
環境林として現状維持で検討 ×

Ｃ氏 1.41 ③-1

３
前津江町赤石
大山町西大山

5名
1.37,0.81,
0.34,0.34,1.2

③-1 ・現地と周辺整備確認予定
・搬出する場合、その経路で
ﾄﾗｯｸ又は重機が通る橋の強
度弱く、橋幅狭い

Ｒ４以降に集積計画検討
（R4予算案2,130千円）

△
４

大山町西大山
Ｉ氏 0.52 ①

５ Ｊ氏 0.73 ②-1

６
前津江町赤石
大山町西大山

3名
0.14,0.13,
0.25

②-1
0.3ha以下と小面積(隣接中津市同様)や一部広葉樹のため、経
営管理権でなく経営計画や現状維持へ

×

ゾーニング①
収益性が良く、林業経営に適しているもの。
（傾斜30度未満、路網100ｍ以内有）

ゾーニング②-1
生育が良好で、緩斜面だが既存路網が遠い箇所のため、路網整備
（延伸）により、生産性の効率化が検討できるもの。
（傾斜30度未満、路網100ｍ以内無）

ゾーニング②-2
生育が良好で、急斜面のため路網の設置が難しいため、架線集材の
検討や伐期の長期化を検討できるもの。
（傾斜30度以上、路網100ｍ以内有）

ゾーニング③-1
生育が普通から良好であるが、急斜面で既存路網から遠い箇所、緩
斜面であるが生育不良などにより、林業経営に適さないもの。
（傾斜30度以上、路網100ｍ以内無）

ゾーニング③-2
現在の生育が悪いが、地利的な条件は良いため、樹種転換を検討で
きるもの。（地位指数不良、傾斜30度未満）

ゾーニング④
生育不良であり、かつ地利的条件も不良で、崩壊地等もあり、林業
経営に適さないもの。（地位指数不良、傾斜30度以上）

参考：森林資源解析によるゾーニング区分



令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

① 森林資源解析

②
未整備森林対象
区域(林班)設定

③
未整備森林

(現地)調査の実施

④ 意向調査の実施

⑤
生
産
林

森林路網整備
補助事業の実施

⑥
(既存)森林経営計
画への参画・
造林補助実施

⑦ 環
境
林

市町村森林経営
管理事業の実施

⑧ 森林経営計画参画

森林経営管理推進事業の進捗状況・計画について

県の解析結果を
活用し市北部区
域(約16千ha)
ゾーニグ・優先
順位等実施

 森林経営管理推進事業のロードマップ
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(82)

県実施:市北部(16千ha)

市実施：市南部区域(約36千ha)資源解析

高瀬２林班

前津江３林班

大山３林班

高瀬２林班(R1:221,R2:220)

前津江３林班(R1:299,323,R2:300)

大山３林班(633,634,635)

高瀬2林班(1人:1.39ha)

前津江3林班(42人:57.24ha)

大山3林班(25人:33.35ha)

前津江(299林班)１路線(L=1,140m)実施中

高瀬検討

前津江検討

大山検討

小野１林班

天瀬２林班

天瀬２林班

小野１林班

小野１林班

天瀬２林班

小野１路線検討

天瀬１路線検討

高瀬検討

前津江検討(大山R3.12月1件設定)

大山検討

大山検討

市北部

中津江

上津江

市北部

中津江

上津江

市北部

中津江

上津江

前津江(300林班)１件(1.37ha)実施中(約5年間)

経営管理権検討

市町村森林経営管理事業(5年)完了後、経営計画へ参画

(673,675)

151.39ha

170.77ha

77.83ha

(200,221)

(299,300,323)

(633,634,635)

97.73ha



森林資源解析について
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令和元年度より実施した森林資源解析は、令和３年度末に日田市全域の解析が終了し、下記の解析データ等が整備されます。

①【経 過】
市南部約３６千ha：Ｒ1～2で、H28林野庁の航空レーザ計測データを活用し、森林資源解析と同時に、林業経営に適する・

適さない森林を判断するため、①ゾーニング（森林区分）の実施、②未整備森林解消のための森林整
備の優先順位付けを実施

市北部約１６千ha：Ｒ3で、R2大分県が航空レーザ計測・森林資源解析データを活用し、上記①に加えて、上記②を市域の
全体で優先順位付け等のデータ整備を実施

①地形解析
・微地形表現図、傾斜区分図

微地形表現図(赤色立体図)

②森林資源解析
・林相区分図、立木密度分布図、平均樹高区分図
・平均胸高直径区分図、立木材積分布図(㎥/ha)、相対幹距比分布図(過密)

林相区分図

②【解析データ】

立木材積分布図



森林資源解析の結果について（まとめ）
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4点／㎡（平均50㎝間隔）という詳細なレーザー照射の結果を、汎用性の高い形式（DEM）で地形データ化を進め
ており、R3年度末には市内全域のデータ整備が完了予定です。
これにより、机上で必要な地点・ルート・面的な「地形情報（緯度、経度、地盤高）」の取得や加工が可能になる。

※地形情報は、一旦整備すれば基本的に更新の必要はなく、また、地形の変化を伴う災害等の発生時は、その部分の
み調査すれば修正が可能。

森林資源解析による成果

①地形解析：微地形表現図、傾斜区分図

②森林資源解析
林相区分図、立木密度分布図、平均樹高区分図、
平均胸高直径区分図、立木材積分布図(㎥/ha)、相対幹距比分布図(過密)

林相名、面積、立木本数・立木密度 、平均樹高 、平均胸高直径 、合計材積 、収量比数、相対幹距比、形状比、樹
冠長率、樹冠疎密度などが森林GISの属性情報として整備された。
これにより、①多様な情報の収集、多面的な森林評価、②入山困難箇所でも情報取得可、③大面積の森林情報の面

的把握が可能、④省力化・精度向上、低コスト化、⑤解析データ、地理・地形情報等を統合し、GISで一元管理がで
きるようになった。

※当該データは市の業務遂行に必要な基礎資料として立木本数や材積など航空レーザ計測データから判読、推定し作

成するものであり、立竹木に関する評価について証明する資料ではない。

※現状の林況判読は箇所毎の精度に差があるため、市の森林整備全体像を計画する上での資料と考えている。
[判読精度]
スギの胸高直径 ：6.4％（最大21％）、材積：13.7％（最大35％）
ヒノキの胸高直径：7.2％（最大22％）、材積：16.9％（最大36％）



森林資源解析データ活用について（案）

森林クラウドとは、これまで都道府県、市町村、森林組合等林業事業体が管理してい
た森林情報を、従来のように個々のパソコン等にデータやシステムを格納するのでは
なく、これらを１か所に集約・管理し、利用者がインターネット等を経由してデータ
やシステムを活用できるシステム。利用者や情報項目毎にアクセス権限を設定。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５～７年度

県の解析結果を活用した市北
部区域(約16千ha)のゾーニン
グ・優先順位等

解析データ利用等の意見交換
（R2.12月実施、 R3.12月実施、 R4以降必要に応じ実施）

１、解析データの活用に向けて(ロードマップ)

7

日田市森林資源解析（期間：R1～R2）了
市南部区域(約36千ha) ※市:ゾーニング等

市全域の解析結果を森林クラウド上に搭載(行政間)大分県森林資源解析(R2)
市北部区域(約16千ha)了

（森林クラウドのイメージ）

クラウドに向け市情報公開・
個人情報保護審査会検討

市全体（南部・北部地域含む）の解析結果
(市所有分)を市が個別交付予定

森林クラウド上で
市内全域の解析結
果等公開(行政間･
事業体間を含む)

市

県

 ２ 、今後の資源解析結果の公開について

 北部地域の資源解析が令和３年度末に終了するため、市内全
域（南部・北部地域含む）を単位に、林業関係者には広く公
開できる方向で調整中。

 個人情報を含むため、地形情報及び地番情報は属性データを
含む形で公開し、資源量の分布や資源情報の解析値等はPDFで
公開を予定。

 公開に当たり、法令との整合性、関係部署との協議等が必要
であり、令和４年６月以降の公開を予定。


